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プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
を

正
し
く
捨
て
よ
う
！

　
令
和
３
年
６
月
か
ら
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の
毎
週
回

収
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

と
は

　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
、
商
品

を
入
れ
て
い
る
も
の
、
包
ん
で

い
る
も
の
、
保
護
し
て
い
る
も

の
で
す
。
プ
ラ
マ
ー
ク
を
目
印

に
し
て
、
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

例
… 

白
色
ト
レ
イ
、卵
の
パ
ッ

ク
、
キ
ャ
ッ
プ
、
お
菓
子
な
ど

の
袋
や
フ
ィ
ル
ム
、
発
泡
ス
チ

ロ
ー
ル　
な
ど

●
出
す
と
き
の
注
意
点

・
汚
れ
て
い
る
も
の
は
洗
い
、

金
属
、
紙
類
、
キ
ャ
ッ
プ
は

取
っ
て
、
透
明
ま
た
は
半
透

明
の
中
が
見
え
る
袋
に
入
れ

て
出
す
。

・
生
ご
み
や
金
属
な
ど
が
混
入

す
る
と
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
妨

げ
と
な
る
た
め
、
絶
対
に
入

れ
な
い
。

・
ポ
リ
バ
ケ
ツ
、
お
も
ち
ゃ
、

Ｃ
Ｄ（
ケ
ー
ス
含
む
）な
ど
の

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
製
品
は

も
え
る
ご
み
で
出
す
。

●
ご
み
の
分
別
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す

　

詳
し
く
は
、
ご
み
の
分
け

方
・
出
し
方
ポ
ス
タ
ー
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
課　
内
線
２
８
４

11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）は

「
年
金
の
日
」

知
北
斎
場
を
建
て
替
え
ま
す

　

厚
生
労
働
省
で
は「
国
民
１

人
ひ
と
り
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
な

ど
を
活
用
し
な
が
ら
、
高
齢
期

の
生
活
設
計
に
思
い
を
巡
ら
す

日
」と
し
て
11
月
30
日
を「
年
金

の
日
」と
し
て
い
ま
す
。

　
自
分
の
年
金
記
録
や
年
金
見

込
額
を
確
認
し
、
将
来
の
生
活

設
計
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で
で
き

る
こ
と

　
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

　
知
北
斎
場
は
建
設
後
39
年
が

経
過
し
ま
し
た
。
施
設
の
老
朽

化
が
進
み
、
高
齢
化
に
伴
い
火

葬
件
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

た
め
、
敷
地
内
に
お
い
て
建
て

替
え
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

●
ど
ん
な
施
設
に
な
る
？　

　
①
～
④
の
整
備
方
針
に
基
づ

き
工
事
を
進
め
、
令
和
７
年
度

ン
か
ら
い
つ
で
も
自
分
の
年
金

記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、　

様
々
な
機
能
が
利
用
で
き
ま
す
。

・ 

将
来
の
年
金
見
込
額
の
試

算
・ 

電
子
版「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」の
閲
覧

・ 

受
給
に
関
す
る
各
種
通
知

書
の
確
認　
な
ど

●
利
用
方
法

①
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ロ
グ

イ
ン

の
供
用
開
始
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

①
最
後
の
お
別
れ
の
場
と
し
て

ふ
さ
わ
し
く
、
遺
族
な
ど
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ

た
施
設

②
将
来
の
火
葬
需
要
や
葬
儀

ニ
ー
ズ
の
変
化
に
対
応
可
能

な
施
設

②
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ロ
グ
イ
ン

※
詳
細
は
日
本
年
金
機
構（
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
）ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ

問
半
田
年
金
事
務
所　

☎
０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

③
人
に
や
さ
し
く
、
誰
も
が
利

用
し
や
す
い
施
設

④
環
境
に
や
さ
し
く
、
災
害
時

に
備
え
た
施
設

■
知
多
都
市
計
画
火
葬
場
の
変

更
に
関
す
る
説
明
会

●
と
き　
11
月
16
日
火▢

　
午
後
７
時
～

●
と
こ
ろ　
知
北
平
和
公
園
組

合　
管
理
事
務
所

●
申
込
み　
不
要

問
知
北
平
和
公
園
組
合

☎（
４
８
）５
５
１
１

▲このマーク
が目印

▲ごみの分け方・出し方ポスター

ビデオテープ

ポリタンクポリタンク

ポリバケツポリバケツ
CD（ケース含む）CD（ケース含む）

おもちゃおもちゃ

もえるごみへもえるごみへ
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11
月
９
日
～ 

15
日
は

秋
の
火
災
予
防
運
動

国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　
空
気
が
乾
燥
し
て
火
災
が
発

生
し
や
す
い
季
節
に
な
り
ま
し

た
。
大
切
な
命
、
財
産
を
守
る

た
め
、
火
災
予
防
に
対
す
る
意

識
を
高
め
て
、
火
災
を
未
然
に

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

令
和
３
年
度

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
う
ち
時
間

　
家
族
で
点
検　
火
の
始
末
」

■「
住
宅
防
火　
い
の
ち
を
守

る　
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」が
、

10
の
ポ
イ
ン
ト
に
改
正

　
少
し
の
油
断
か
ら
火
災
は
発

生
し
ま
す
。
火
気
の
取
扱
い
に

は
、
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る

　
10
の
ポ
イ
ン
ト

▼
４
つ
の
習
慣

①
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い
。

②
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や

す
い
も
の
を
置
か
な
い
。

③
コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
火
の

そ
ば
を
離
れ
な
い
。

④
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清

　

日
本
年
金
機
構
か
ら「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控

除
証
明
書
」が
発
送
さ
れ
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
大
切
に
保
管
し
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
に
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。

●
発
送
時
期
・
対
象

①
11
月
上
旬

・
対
象　
令
和
３
年
１
月
～
９

月
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
方

※
令
和
３
年
10
月
以
降
に
納
付

し
た
分
は
、
控
除
証
明
書
は

発
行
さ
れ
な
い
た
め
領
収
証

書
を
添
付

②
令
和
４
年
２
月
上
旬

・
対
象　
令
和
３
年
10
月
～
12

月
に
、
令
和
３
年
に
は
じ
め

て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
方

●
控
除
の
対
象

　
令
和
３
年
中
に
納
め
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
過
去
の
年
度
分
の

保
険
料
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料

■
約
84
％
の
世
帯
が
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火

災
の
発
生
に
す
ば
や
く
反
応
し
、

大
き
な
音
や
音
声
で
居
住
者
に

火
災
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
す
。
５
月
に
実
施
し

た
知
多
中
部
管
内
の
設
置
率
調

査
で
は
、
約
84
％
の
世
帯
が
設

置
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
設
置
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
家
族
の

命
や
財
産
を
守
る
た
め
、
早
急

に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。
す
で
に

設
置
さ
れ
て
い
る
方
は
、
定
期

的
に
作
動
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
作
動
確
認
方
法

　
ボ
タ
ン
を
押
す
か
、
ひ
も
を

引
い
て
作
動
確
認
し
ま
す
。
音

が
鳴
ら
な
い
場
合
は
電
池
切
れ

か
機
器
本
体
の
故
障
で
す
。

●
機
器
本
体
の
寿
命
に
注
意　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
本
体

は
10
年
を
目
安
に
交
換
し
ま

し
ょ
う
。

問
知
多
中
部
広
域
事
務
組
合

消
防
本
部　
予
防
課

☎
０
５
６
９（
２
１
）１
４
９
１

掃
し
、
不
必
要
な
プ
ラ
グ
は

抜
く
。

▼
６
つ
の
対
策

①
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、

ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
な
ど
は

安
全
装
置
の
付
い
た
機
器
を

使
用
す
る
。

②
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
定
期

的
に
点
検
し
、
10
年
を
目
安

に
交
換
す
る
。

③
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に

部
屋
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
、

衣
類
・
カ
ー
テ
ン
は
防
炎
品

を
使
用
す
る
。

④
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

た
め
に
消
火
器
な
ど
を
設
置

し
、
使
い
方
を
確
認
し
て
お

く
。

⑤
高
齢
者
や
身
体
の
不
自
由
な

方
は
避
難
経
路
と
避
難
方
法

を
常
に
確
保
し
、
備
え
て
お

く
。

⑥
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、

戸
別
訪
問
な
ど
に
よ
り
、
地

域
ぐ
る
み
の
防
火
対
策
を
行

う
。

も
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

家
族（
配
偶
者
や
子
ど
も
な

ど
）の
国
民
年
金
保
険
料
を
支

払
っ
て
い
る
場
合
は
、
自
身
の

国
民
年
金
保
険
料
に
加
え
、
そ

の
保
険
料
も
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

●
保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う

　
国
民
年
金
制
度
は
、
税
法
上

有
利
な
だ
け
で
は
な
く
、
老
後

や
不
慮
の
事
故
な
ど
、
万
が
一

の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と
な

る
制
度
で
す
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
は

☎
０
３（
６
６
３
０
）２
５
２
５

▼
受
付
時
間

・
月
～
金
曜
日　

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

・
第
２
土
曜
日　

　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※
祝
日（
第
２
土
曜
日
除
く
）、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
利

用
不
可
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農
業
者
の
皆
さ
ん
へ

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

●
次
の
要
件
を
満
た
せ
ば
誰
で

も
加
入
可
能

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

●
年
金
の
型
は
２
種
類

・
農
業
者
老
齢
年
金

　
納
め
た
保
険
料
と
そ
の
運
用

収
入
を
基
礎
と
し
、
加
入
者

全
員
が
65
歳
か
ら
終
身
受
給

で
き
ま
す
。

・
特
例
付
加
年
金（
政
策
支
援

部
分
の
年
金
）

　
保
険
料
の
国
庫
補
助
額
と
そ

の
運
用
収
入
を
基
礎
と
し
、

農
業
経
営
か
ら
引
退（
経
営

継
承
）し
た
方
が
終
身
受
給

で
き
ま
す
。

●
農
業
者
老
齢
年
金
の
み
保
険

料
を
自
由
に
選
択

　
保
険
料
は
、
月
額
２
万
円
～

６
万
７
０
０
０
円
を
千
円
単
位

で
自
由
に
選
択
で
き
、
い
つ
で

も
見
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
80
歳
ま
で
の
保
証
が
付
い
た

終
身
年
金

・
年
金
は
終
身
受
給
で
き
ま
す
。

・
加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
前

に
亡
く
な
っ
た
場
合

…
死
亡
し
た
翌
月
か
ら
80
歳
到

達
月
ま
で
に
受
け
取
る
は
ず
で

あ
っ
た
農
業
者
老
齢
年
金
の
、

死
亡
時
の
現
在
価
値
相
当
額
が
、

死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

●
税
制
面
で
も
優
遇
措
置

・
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険

控
除
の
対
象
で
、
支
払
わ
れ

る
年
金
に
も
公
的
年
金
等
控

除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

・
死
亡
一
時
金
は
非
課
税

・
農
業
者
年
金
基
金
が
保
険
料

を
運
用
し
て
得
ら
れ
る
収
益

（
保
険
料
の
運
用
益
）も
非
課

税
問
農
業
委
員
会

　
（
農
業
振
興
課
内
）　

　
内
線
３
４
４

野
焼
き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

第
２
回
知
多
北
部
広

域
連
合
介
護
保
険
事

業
計
画
推
進
委
員
会

　
野
焼
き
は
煙
や
に
お
い
が
周

辺
住
民
の
迷
惑
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど

の
有
害
物
質
が
発
生
す
る
こ
と

が
あ
る
た
め
、
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

●
農
業
を
営
む
た
め
の
野
焼
き

　
焼
き
畑
・
畔あ
ぜ
の
草
な
ど
、
農

業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な

い
野
焼
き
な
ど
は
、
例
外
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
周
辺
住
民
か
ら
苦
情
が
あ

れ
ば
、
指
導
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

●
野
焼
き
を
行
う
場
合

　
周
り
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
、
①
～
⑤
に
注
意
し
て
実
施

し
て
く
だ
さ
い
。

①
焼
却
時
間
が
短
時
間（
30
分

程
度
）で
終
わ
る
程
度
の
少

量
に
と
ど
め
る
。

②
風
向
き
や
強
さ
、時
間
帯（
洗

濯
物
を
干
し
て
い
な
い
時
間

帯
な
ど
）を
考
慮
す
る
。

③
焼
却
す
る
雑
草
な
ど
が
濡
れ

て
い
る
と
煙
が
多
く
発
生
す

る
た
め
、
よ
く
乾
か
し
て
か

　
介
護
保
険
を
円
滑
に
実
施
す

る
た
め
、
事
業
の
実
施
状
況
や

課
題
を
検
討
し
ま
す
。

●
と
き

　
11
月
29
日
月▢　
午
後
２
時
～

●
と
こ
ろ　

　
東
海
市
し
あ
わ
せ
村　
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー

●
定
員　
３
名（
先
着
順
）

●
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方

　
11
月
15
日
月▢
～
26
日
金▢
の
平

日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

に
電
話
で
問
い
合
わ
せ
先
へ

問
知
多
北
部
広
域
連
合　

　
事
業
課　
給
付
係　

☎
０
５
２（
６
８
９
）２
２
６
３

ら
焼
却
を
行
う
。

④
野
焼
き
を
し
て
い
る
間
は
、

そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

⑤
野
焼
き
を
す
る
前
に
周
辺
住

民
に
連
絡
す
る
な
ど
、
理
解

を
得
て
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
に
配
慮
す
る
。

※
農
業
を
営
む
た
め
で
も
、
ビ

ニ
ー
ル
類
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
、
ゴ
ム
類
の
野
焼
き
は
禁

止
問
環
境
課　
内
線
２
８
２


